
 1

消防法における命令・罰則（抜粋） 

罰則 
消防法条項 命令・義務等 

規定違反（直罰） 命令違反 

立入検査 
罰金３０万円以下又は
拘留 

 
第４条 

資料提出命令等  罰金３０万円以下又は拘留 

防火対象物改修命令  
懲役２年以下又は罰金２００万
円以下（併科可能） 第５条第１項 

法人に対する罰則  罰金１億円以下 

防火対象物使用停止命令  
懲役３年以下又は罰金３００万
円以下（併科可能） 第５条の２第１項 

法人に対する罰則  罰金１億円以下 
防火対象物の危険物件等
の除去命令 

 
懲役１年以下又は罰金１００万
円以下（併科可能） 第５条の３第１項 

法人に対する罰則  罰金１００万円以下 

第８条第２項 
防火管理者選解任届出義
務 

罰金３０万円以下又は
拘留 

 

防火管理者の選任命令  
懲役６ヶ月以下又は罰金５０
万円以下（併科可能） 第８条第３項 

法人に対する罰則  罰金５０万円以下 

防火管理業務措置命令  
懲役１年以下又は罰金１００万
円以下（併科可能） 第８条第４項 

法人に対する罰則  罰金３，０００万円以下 
防火対象物の定期点検未
報告・虚偽報告 

罰金３０万円以下又は
拘留 

 
第８条の２の２第１項 

法人に対する罰則 罰金３０万円以下  

第８条の２の２第１項 防火対象物点検報告 
罰金３０万円以下又は
拘留 

 

防火対象物点検済表示の
不当表示 

罰金３０万円以下又は
拘留 

 
第８条の２の２第３項 

法人に対する罰則 罰金３０万円以下  

第８条の２の２第４項 
防火対象物点検済表示の
除去命令 

 罰金３０万円以下又は拘留 

第８条の２の３第５項 
特例認定防火対象物の管
理権限者変更届出義務 

過料５万円以下  

特例防火対象物認定表示
の不当表示 

罰金３０万円以下又は
拘留 

 

法人に対する罰則 罰金３０万円以下  第８条の２の３第８項 

特例防火対象物表示の除
去命令 

 罰金３０万円以下又は拘留 

第９条の３ 
指定数量未満の危険物の
貯蔵・取扱い 

罰金３０万円以下  

危険物施設以外での危険
物取扱いの制限 

懲役１年以下又は罰
金１００万円以下（併科
可能） 

 
第１０条第１項 

法人に対する罰則  罰金３，０００万円以下 

製造所等の技術上の基準 
懲役３ヶ月以下又は３
０万円以下の罰金（併
科可能） 

 
第１０条第３項 

法人に対する罰則 罰金３０万円以下  

製造所等の設置、変更許可 
懲役６ヶ月以下又は罰
金５０万円以下（併科
可能） 

 
第１１条第１項 

法人に対する罰則 罰金５０万円以下  

製造所等の完成検査 
懲役６ヶ月以下又は罰
金５０万円以下（併科
可能） 

 
第１１条第５項 

法人に対する罰則 罰金５０万円以下  
第１１条第６項 
第１１条の４第１項 
第１２条の６ 
第１２条の７第２項 
第１３条第２項 

製造所等に関する各種届
出 

罰金３０万円以下又は
拘留 

 

製造所等の許可取消、使用
停止命令 

 
懲役６ヶ月以下又は罰金５０
万円以下（併科可能） 第１２条の２第１項 

法人に対する罰則  罰金５０万円以下 
製造所等の緊急使用停止
命令 

 
懲役６ヶ月以下又は罰金５０
万円以下（併科可能） 第１２条の３第１項 

法人に対する罰則  罰金５０万円以下 

製造所等の危険物保安監
督者 

懲役６ヶ月以下又は罰
金５０万円以下（併科
可能） 

 
第１３条第１項 

法人に対する罰則 罰金５０万円以下  

第１３条第３項 製造所等の危険物取扱者 
懲役６ヶ月以下又は罰
金５０万円以下（併科
可能） 

 

予防規定作成、変更許可 
懲役６ヶ月以下又は罰
金５０万円以下（併科
可能） 

 
第１４条の２第１項 

法人に対する罰則 罰金５０万円以下  

第１４条の３ 屋外タンク等の保安検査 
罰金３０万円以下又は
拘留 

 

第１４条の３の２ 製造所等の定期点検 
罰金３０万円以下又は
拘留 

 

第１５条 映写室の構造・設備 
懲役１年以下又は罰
金１００万円以下（併科
可能） 

 

危険物の運搬基準 
懲役３ヶ月以下又は罰
金３０万円以下（併科
可能） 

 
第１６条 

法人に対する罰則 罰金３０万円以下  

危険物取扱者の乗車義務 
懲役３ヶ月以下又は罰
金３０万円以下（併科
可能） 

 
第１６条の２第１項 

法人に対する罰則 罰金３０万円以下  

第１６条の３第３項 
第４項 

製造所等の応急措置命令 
懲役６ヶ月以下又は罰
金５０万円以下（併科
可能） 

 

第１７条の３の２ 消防用設備の設置届出 
罰金３０万円以下又は
拘留 

 

第１７条の３の３ 消防用設備等の点検報告 
罰金３０万円以下又は
拘留 

 

消防設備等の設置命令  
懲役１年以下又は罰金１００万
円以下（併科可能） 

法人に対する罰則  罰金３，０００万円以下 
消防設備等の維持命令  罰金３０万円以下又は拘留 

第１７条の４第１項 

法人に対する罰則  罰金３０万円以下 

第１７条の１４ 消防用設備工事着手届出 
罰金３０万円以下又は
拘留 

 

危険物施設からの故意の
危険物の流出（公共の危険
有） 

懲役３年以下又は３０
０万円以下の罰金 

 
第３９条の２第１項 

法人に対する罰則  罰金３００万円以下 

人を死傷させた場合 
懲役７年以下又は５０
０万円以下の罰金 

 
第３９条の２第２項 

法人に対する罰則  罰金５００万円以下 
危険物施設からの過失によ
る危険物の流出（公共の危
険有） 

懲役若しくは禁錮２年
以下又は２００万円以
下の罰金 

 
第３９条の３第１項 

法人に対する罰則  罰金２００万円以下 
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人を死傷させた場合 
懲役若しくは禁錮５年
以下又は３００万円以
下の罰金 

 
９条の３第２項 

法人に対する罰則  罰金３００万円以下 

 


